
高 第 ５ ２ ０ 号 

平成２５年７月１６日 

 

各社会福祉法人代表者 様 

 

                       大田市市民生活部高齢者福祉課長 

                           （ 指 導 監 査 係 ） 

 

 

医療・介護・福祉関係事業者における個人情報の適切な取扱いに

ついて（通知） 

 

 平素は社会福祉行政の推進につきまして、格別のご尽力をいただき、厚くお礼申し

上げます。 

 さて、このたび、インターネット上で、登録者がメールを共有できるサービスを利

用していた医療機関や介護施設において、患者等の個人情報が、本来共有されるべき

医療・介護職員のみならず、一般に誰でも閲覧できる状態になっていた事例が報道さ

れたところです。 

 つきましては、貴法人におかれましては、患者・利用者等の個人情報の共有に当た

って、第三者にも閲覧可能な状態となっていないことを確認するとともに、今後とも

個人情報の取扱いについては厳正を期するようお願いいたします。 

 なお、個人情報の取扱いに関する種々のガイドライン等は、別添の平成２５年７月

１１日付け厚生労働省事務連絡を参考にしてください。 

 

 

 

大田市 市民生活部 高齢者福祉課 

指導監査係 担当：渡辺、石田 

TEL：0854-83-8064 (直通) 

TEL：0854-82-1600 (代) 内線 1132 

FAX：0854-84-9204 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：o-shidou@iwamigin.jp 
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※１「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成 16

年 12 月 24 日通知、平成 22 年９月最終改正） 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 4.1 版」（平成 17年３月 31日通達、

平成 22 年２月最終改正） 

「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」（平成 16 年 11

月 30 日通達） 

「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」（平成 25 年３月 29日通達） 

（厚生労働省 HP http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/） 

 等 

 

※２ 今般報道された事例 

  インターネット上で、登録者がメールを共有できるサービスを利用していた医療機関や介護施設

において、当該サービスの初期設定が第三者の閲覧制限がかからない状態であるのに、初期設定の

ままメールのやりとりを行っていた。このため、患者等の個人情報が、本来共有されるべき医療・

介護職員のみならず、一般に誰でも閲覧できる状態になっていたもの。 
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